
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田駐在所   

       ☎ 225-3488 

川越警察署 

       ☎ 224-0110 

【駐在所よりお知らせ】   

   駐在所に赴任し、ようやく１年が経とうとしています。こうして駐在所で勤務をさせ 

  いただけているのは、山田地区の皆さんが助けてくださるからだと思っております。 

   今後も、各種イベントや講習の場でお世話になるかと思いますのでよろしくお願い  

  いたします。山田地区の子供達と地域の皆さんの笑顔が励みです。笑顔の絶えない町づ 

  くりをしていくため日々精進してまいります。 

 

 

 子供が道路で遊んだり、サッカーボールなどの遊具を使用している姿が 

見受けられます。 

 これらの行為は、道路交通法で「道路での禁止行為」に該当する 

場合があります。 

 道路は車や歩行者が通行する場所であり、道路で遊んだり、遊具を 

使用することは、交通事故に遭ったり、騒音などの思わぬ 

トラブルになることもあります。 

 道路上での遊びに夢中になっている時は車が近づいてきても 

気が付きません。 

 道路は危険な場所です。公園や広場で安全に遊びましょう。 

   子どもの交通安全 

保護者の方も正しい遊び方や遊ぶ場所を 

きちんと教えてあげてください 

 

交通死亡事故発生状況 
    (１月１４日時点 概数) 

 川越市内  ０件 

夜間、歩行者の方は明るい服

装や反射材を使用しましょう。 

川越警察署管内 

   特殊詐欺発生状況 
 (１月１４日時点、川越警察署調べ) 

 年間累計発生 ２件 

 被害総額  193万円 
 留守番電話機能の活用が被害  

 防止に効果的です！ 

 

 

 

川 越 警 察 署 二 次 元 

コ ー ド か ら 最 新 の 

情報をチェック！ 

令和８年４月１日施行 

道路交通法一部改正のポイント 

 自転車をはじめとする軽車両に青切符

が導入されます。 

  ・ 携帯電話の使用等（保持） 

  ・ 一時不停止 

など、交通事故につながるような悪質、

危険な違反行為等は取締りの対象となり

ます。 

※ 取締りの対象年齢は16歳以上です。 



 


